
っ
て
行
法
を
論
じ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
行
法
の
論
争
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
摂
折
等
の
弘
経
方
法
論
で
あ
っ
た
り
、
あ
る

い
は
唱
題
・
読
諦
等
の
具
体
的
行
軌
に
則
し
た
も
の
で
あ
り
、
受
持

を
直
接
問
題
視
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
最
も
受
持

に
関
係
し
た
も
の
と
し
て
三
業
傍
正
論
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も

受
持
そ
の
も
の
を
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
日
蓮
教
学
史
上
に
お
い

て
「
受
持
」
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
さ
ら
に
時
代
が
下
っ

て
か
ら
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
披
見
に
及
ん

だ
限
り
の
『
本
尊
抄
』
末
註
の
実
例
を
通
し
て
の
結
論
で
あ
り
、
他

の
多
く
の
著
雷
や
教
団
史
の
流
れ
を
通
し
て
更
に
詳
細
な
検
討
を
要

す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
日
蓮
聖
人
の
受
持
の
概
念
と

の
比
較
検
討
な
ど
も
今
後
の
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

宗
祖
一
期
の
化
導
を
考
え
る
場
合
、
摂
折
論
を
抜
き
に
し
て
論
ず

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
折
伏
正
意
の
方
軌
を
除
い
て
法
華
経
の

立
正
安
国
論
・
開
目
抄
に
引
用

さ
れ
た
混
樂
経
に
つ
い
て

久
住
謙
是

行
者
日
蓮
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
観
点
よ
り
、
立
正
安
国
論
・
開
目

抄
の
両
御
書
を
拝
読
す
る
と
き
、
前
雷
は
立
正
安
国
の
理
想
を
標
傍

さ
れ
た
折
伏
実
践
の
ス
タ
ー
ト
を
示
し
、
後
書
は
折
伏
弘
通
に
必
然

的
に
惹
起
す
る
法
難
、
法
華
色
読
の
結
果
が
本
化
上
行
の
ご
自
覚
に

体
達
さ
れ
た
、
言
う
な
ら
ば
、
折
伏
実
践
の
結
実
、
内
鑑
を
吐
露
さ

れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
折
伏
と
い
う
積
極
的
実
践
的
弘
通
を
法
華
経
が
末
法
に
要
請

す
る
法
華
自
成
の
思
想
、
勧
持
品
偶
文
の
予
言
と
不
軽
品
の
行
相
に

本
拠
さ
れ
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
宗
祖
の
浬

藥
経
引
用
に
認
め
ら
れ
る
依
用
傾
向
の
一
特
色
と
し
て
も
認
知
さ
れ

看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
天
台
の
法

華
・
浬
藥
相
成
の
摂
折
論
系
譜
の
日
蓮
的
展
開
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。こ

こ
で
は
、
前
記
両
御
書
の
折
伏
思
想
に
、
浬
薬
経
が
ど
の
よ
う

に
引
用
さ
れ
、
宗
祖
の
自
行
化
他
に
援
証
し
て
い
っ
た
か
、
管
見
を

述
べ
て
ゑ
た
い
。

宗
祖
が
、
両
御
書
に
引
用
の
跡
を
見
、
弘
通
の
ご
生
涯
に
一
貫
し

て
依
用
さ
れ
た
浬
藥
経
の
文
に
、
（
寿
命
品
）

シ

テ
ル
ヲ
ヲ
テ
ン
ハ
シ
シ
七
二
ル
ノ
ハ

「
若
善
比
丘
見
一
壊
し
法
者
一
置
不
一
呵
責
駆
遺
挙
処
一
当
し
知
是
人
仏

ノ
ノ
ナ
リ
シ
ク
シ
シ
七
《
し
カ
ノ

法
中
怨
。
若
能
駆
遺
呵
責
挙
処
是
我
弟
子
真
声
聞
也
。
」

が
あ
る
。
こ
の
折
伏
文
の
依
恋
を
述
べ
ら
れ
て
、
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此
経
文
に
せ
め
ら
れ
奉
て
、
日
蓮
は
種
種
の
大
難
に
値
と
い
え
ど

も
、
仏
法
中
怨
の
い
ま
し
め
を
免
ん
た
め
に
申
也
。
」
（
阿
仏
房

尼
御
前
御
返
事
）

等
と
、
鯉
説
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
浬
薬
経
の
折
伏
文
引

用
の
基
本
的
姿
勢
が
窮
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
両
御
霊
に
所
引
さ
れ
る
折
伏
文
は
画
一
で
は
な
く
経
典

を
渉
猟
さ
れ
た
類
文
に
微
妙
な
変
化
を
認
め
る
。
撰
述
の
時
間
的
推

移
・
動
機
・
目
的
・
対
告
な
ど
の
成
立
的
因
由
に
よ
る
と
共
に
、
法

華
色
読
に
伴
う
行
者
意
識
の
深
ま
り
に
よ
る
折
伏
化
導
の
変
遷
と
見

倣
さ
れ
る
。

立
正
安
国
論
に
引
用
さ
れ
る
浬
桑
経
は
、
第
七
番
問
答
に
一
具
し

て
認
め
ら
れ
る
。

一
切
大
衆
所
間
品
・
聖
行
品
・
梵
行
品
に
よ
っ
て
誇
法
の
禁
施
と

断
命
切
断
命
の
論
証
を
説
き
、
寿
命
品
で
国
王
及
び
四
衆
へ
の
付
属

を
、
金
剛
身
品
よ
り
三
文
を
出
し
て
、
護
法
者
の
武
器
執
持
の
許
容

と
、
有
徳
王
覚
徳
比
丘
の
故
事
に
よ
っ
て
護
法
の
行
と
得
果
を
語
る

の
で
あ
る
。
以
上
の
四
品
に
つ
い
て
誇
法
対
治
の
段
を
結
ん
で
い

る
。
次
の
第
八
番
問
答
に
至
っ
て
、
上
述
し
た
禁
施
と
断
命
の
二
者

択
一
が
行
わ
れ
、
禁
施
に
依
る
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
刀
杖
を
持
す

と
も
命
を
断
つ
べ
か
ら
ず
、
と
結
論
さ
れ
る
。

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
立
正
安
国
論
嫁
、
立
正
の
主
張
は
終
文
の
数

行
に
限
ら
れ
、
内
容
的
に
は
破
邪
に
ウ
エ
イ
ト
が
置
か
れ
て
い
る
。

誇
法
の
救
治
是
正
の
具
体
的
結
論
に
導
び
く
浬
藥
経
の
折
伏
文
は
重

要
な
責
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
国
王
付
属
や
対
治
の
手
段
を
出

す
と
こ
ろ
は
、
社
会
的
規
制
・
国
主
・
為
政
者
の
威
勢
力
に
よ
っ
て

法
華
経
能
統
一
を
も
た
ら
し
、
国
難
の
克
服
を
図
る
上
奏
の
目
的
・

諌
暁
の
意
図
が
引
用
文
に
顕
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

特
に
、
有
徳
王
の
護
法
談
は
、
宗
祖
撰
述
御
書
中
稀
有
の
長
文
引

用
で
あ
ろ
う
。
四
五
六
字
を
敢
え
て
採
文
し
、
正
法
の
僧
よ
り
む
し

ろ
釈
尊
の
本
生
諏
で
あ
る
国
王
の
謹
法
の
功
徳
を
顕
説
せ
し
め
て
い

る
等
か
ら
、
宗
祖
に
お
け
る
国
主
と
出
家
・
為
政
と
宗
教
の
仏
者
の

サ
イ
ド
に
お
け
る
あ
り
様
、
理
想
を
示
さ
れ
た
も
の
で
立
正
安
国
の

思
想
の
一
端
を
的
証
し
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
れ
ら
の
引
用
文
は
、
守
護
国
家
論
・
災
難
興
起
由
来
↑
災
難
対

治
紗
等
に
一
具
し
た
。
〈
タ
ー
ン
で
認
め
ら
れ
、
初
期
の
折
伏
実
践
の

傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

開
目
抄
に
は
、
上
記
の
類
文
は
顕
わ
れ
て
こ
な
い
。
寿
命
品
・
如

来
性
品
・
経
疏
等
の
文
に
よ
っ
て
、
五
綱
判
に
示
さ
れ
る
能
弘
の
師

の
折
伏
逆
化
が
強
調
さ
れ
、
同
じ
く
如
来
性
品
・
高
貴
徳
王
菩
薩
品

か
迦
葉
菩
薩
品
・
泥
涯
経
の
四
依
品
等
の
引
用
は
、
三
類
の
強
敵
、

特
に
侮
聖
増
上
慢
の
誇
法
鞍
詮
顕
し
、
金
剛
身
品
・
寿
命
品
等
に
よ

っ
て
、
弘
教
の
困
難
・
正
法
の
難
信
と
護
法
の
勧
奨
を
説
き
、
注
目
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さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
泥
疸
経
四
依
品
の
過
去
の
宿
罪
が
護
法
の
功
徳

に
よ
っ
て
現
世
に
軽
受
す
る
と
い
う
値
難
観
の
本
拠
と
な
り
、
「
此

あ
だ
か

の
経
交
日
蓮
が
身
に
宛
も
符
契
の
ご
と
し
。
狐
疑
氷
と
け
ぬ
。
千
万

難
由
な
し
。
二
の
句
我
が
身
に
あ
わ
せ
ん
。
」
と
、
内
省
を
吐
露

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

開
目
抄
で
の
浬
桑
経
折
伏
は
、
法
華
独
一
の
現
実
対
決
の
具
体
性

を
帯
び
る
と
共
に
、
折
伏
逆
化
が
化
導
の
方
軌
な
る
こ
と
を
闘
明
さ

れ
、
本
化
応
化
の
ご
自
覚
と
表
裏
し
た
値
難
観
は
、
自
行
化
他
に
わ

た
る
折
伏
へ
と
深
め
ら
れ
、
出
離
生
死
の
菩
提
行
に
止
揚
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
立
正
安
国
論
の
折
伏
実
践
の
ス
タ
ー
ト
と

開
目
抄
に
お
け
る
折
伏
正
意
の
結
帰
が
認
め
ら
れ
る
と
共
に
、
浬
薬

経
引
用
の
一
傾
何
が
、
折
伏
文
に
よ
っ
て
看
取
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

ｚ
や
◎

本
発
表
は
、
開
帳
を
許
可
す
る
立
場
に
あ
っ
た
幕
府
側
の
史
料

「
開
帳
差
免
帳
」
（
国
会
図
書
館
蔵
）
を
中
心
に
日
蓮
宗
の
江
戸
出

日
蓮
宗
寺
院
の
出
開
帳
に
つ
い
て

北
村
聰

開
帳
の
特
長
、
及
び
比
留
間
尚
氏
「
江
戸
の
開
帳
」
（
『
江
戸
町
人

の
研
究
』
第
二
巻
所
収
）
に
示
さ
れ
た
江
戸
で
の
開
帳
の
性
格
の
中

で
、
日
蓮
宗
の
出
開
帳
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る

か
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
蓮
宗
寺
院
の
江
戸
で
の
出
開
帳
は
宝
永
二
（
一
七
○
五
）
年
京

都
本
圀
寺
が
本
所
報
恩
寺
で
釈
迦
立
像
を
出
開
帳
し
た
の
が
は
じ
め

で
、
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
中
山
法
華
経
寺
の
牛
込
円
福
寺
で
の

出
開
帳
ま
で
、
一
六
三
年
間
に
延
べ
一
八
二
回
、
八
三
ヶ
寺
の
日
蓮

宗
寺
院
が
江
戸
に
出
開
帳
を
し
て
い
る
。
他
宗
の
江
戸
出
開
帳
に
つ

い
て
は
、
寛
文
一
○
（
一
六
七
○
）
年
の
常
陸
国
信
太
郡
布
佐
村
真

福
寺
の
そ
れ
が
最
も
早
い
例
で
、
慶
応
三
年
ま
で
に
延
べ
五
五
五
回

の
出
開
帳
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
表
は
、
承
応
か
ら
慶
応
に
至
る
間
に
江
戸
で
実
施
さ
れ
た
開

帳
の
年
平
均
回
数
を
、
承
応
～
元
文
を
前
期
、
寛
保
～
天
明
を
中
期
、

寛
政
～
慶
応
を
後
期
と
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

①
全
体
と
し
て
は
、
後
期
や
や
尻
す
ぽ
み
の
傾
向
を
み
せ
る
江
戸
の

開
帳
の
中
に
あ
っ
て
、
日
蓮
宗
の
寺
院
は
む
し
ろ
積
極
的
に
開
帳

を
進
め
て
い
る
。

②
全
体
と
し
て
は
、
居
開
帳
が
や
や
多
い
中
で
、
日
蓮
宗
は
出
開
帳

が
居
開
帳
の
二
倍
弱
の
割
合
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
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